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・編集後記 

平成 25 年 6 月 16 日（日）～和洋女子大学にて （主催：障害者差別をなくす法律・条例を考えるフォーラム実行委員会） 

～障害差別をなくす法律・条例を考えるフォーラム 2013 のご報告 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）山崎史郎氏より、「障害者差別解消法案」について、基調講演。そして、シンポジ 

ウム①として、「これまで～障害者差別をなくす条例の成果と課題」について、北海道、岩手県、熊本県、さいたま市、そ 

して千葉県より、報告をいただきました。シンポジウム②では、「これから～障害者差別解消法と条例への期待」とし、会 

場から、当事者や家族が発言しました。この法律は、「差別」を処罰するのではなく、共に暮らしやすい地域づくりを展開 

していくことが期待されています。千葉県では、県内各地でのタウンミーティングと各団体へのヒアリングを経て、平成 

18 年、全国に先駆けて、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県条例」を施行しています。障害に対する偏見や誤解のために、社会生活の様々な場面

で不利益を余儀なくされている実態を解消するために取り組んでいく、画期的なものであります。この障害者差別を解消する法律が制定、施行されることで、誰

もが共に暮らすために権利が擁護され、安心して生活ができる地域となることに期待し、船橋市でも、われわれ「さーくる」が市民一人一人の権利侵害が解消さ

れるような相談支援を期待されていることを改めて、感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            関係機関の皆様、貴重なお時間をありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  相
談
総
合
支
援 

『
さ
ー
く
る
』
と
保
健
所
の
連
携 

市
役
所
に
は
、
相
談
を
す
る
窓
口
が
複

雑
に
混
在
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
方
が
何

を
ど
の
よ
う
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
と
き
の
「
道
標
」
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
窓
口
が
「
さ
ー
く
る
」
だ
と
思

い
ま
す
。 

船
橋
保
健
所
で
は
、
健
康
に
関
す
る
相

談
で
病
気
の
治
療
や
生
活
の
相
談
等
の

社
会
や
環
境
を
取
り
込
む
よ
う
な
相
談

か
ら
個
人
的
な
悩
み
ま
で
幅
広
い
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
船
橋
市
の
相
談

の
特
色
は
、
職
員
が
親
身
に
な
っ
て
対
応

し
な
が
ら
結
論
を
導
け
る
よ
う
そ
れ
ぞ

れ
の
部
署
が
心
掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
だ

と
思
い
ま
す
。 

新
し
い
相
談
窓
口
と
の
連
携
は
、
相
談

者
の
本
当
に
必
要
な
部
分
と
ど
う
し
て

も
相
談
を
聞
き
出
せ
な
い
部
分
を
お
互

い
に
協
力
し
な
が
ら
見
つ
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

今
は
、
特
別
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
て

い
な
い
の
で
細
か
い
連
携
を
築
い
て
い

く
の
に
会
議
等
が
必
要
で
す
が
、
今
後

は
、
気
軽
に
話
が
で
き
る
「
相
談
機
関
」

を
お
互
い
が
目
指
す
こ
と
が
、
相
談
を
円

滑
に
処
理
し
て
い
く
秘
訣
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

情
報
の
共
有
は
、
と
て
も
難
し
い
事
で
す
が
、

I

T
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
此
の
頃
、
「
国

民
番
号
制
度
」
の
よ
う
な
福
祉
の
一
括
処
理
を

含
め
た
方
法
を
模
索
し
て
い
き
な
が
ら
「
ど
こ

で
相
談
し
て
も
結
論
が
得
ら
れ
解
決
の
糸
口
が

解
け
、
よ
り
早
く
制
度
の
活
用
が
で
き
る
仕
組

み
」
を
相
談
に
合
わ
せ
研
究
し
て
い
く
こ
と
も

私
た
ち
行
政
の
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「
緊
張
が
解
け
る
相
談
」
が
で
き
る
真
実
が

語
れ
る
窓
口
を
目
指
し
て
今
後
も
連
携
が
取
れ

る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
半
年
後
の
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
参

考
に
な
れ
ば
と
大
き
な
期
待
を
「
さ
ー
く
る
」

に
は
、
望
ん
で
い
ま
す
。 

船
橋
市
健
康
福
祉
局
保
健
所 

保
健
予
防
課
よ
り 

平成 25 年 6 月 15 日(土) ～西部公民館にて～ 

平成 25 年度 第１回地域連絡調整会議（西部）のご報告 

 平成 24 年度の実績及び本事業の活動内容のご報告を目的に、地域連絡調整会議を開催させていただきました。今回は本中 

山地区等の西部地区にて、民生委員等の皆様にご参加いただき、実績報告の他にパネルディスカッションという形で、実際の事 

例を用いて、連携させていただいている西部地域包括支援センターや相談支援事業所にパネラーとしてご協力をいただきながら、 

専門機関の関わりや、さーくるとの連携などについてお話させていただきました。今後も市内の各ブロックでの開催を予定し、 

ご報告させていただきますので、今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

   

                                                        

 

ご報告 

 

 

市内に居住する、在宅で精神科に通院している精神障害者の方を対象に行って 

いるグループ活動です。  

実施日 毎月第 1～第 4 金曜日（原則として） 

時 間 午前開始の時 10 時～13 時 午後開始の時 13 時 30 分～16 時  

内 容 料理、作品作り、スポーツ、レクリエーション等        

参加について 事前に登録が必要。参加費は基本的に無料。（交通費は自己負担）   写真↑ 

お問合わせ  保健所保健予防課 TEL047-431-4191           作品ステンシル 

☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～～ ☆ ～ 

6/14 に参加させていただきました。この日は体育館で、バレーや、三角ベースボール、バドミントン等で汗

をかきました。適度に体を動かし、心地よい疲労感を感じて、楽しいひと時でした。皆様、温かく迎えて下さ

り、ありがとうございました。またお邪魔したいです♪ 

 

保健所デイケアクラブ（ハッピーフライデークラブ） 

市内に居住する精神障害者の方の日常生活の支援、日常的な相談への対応や交流活動を行い、精神障害者の方の社会復帰と自立と社会参加の促進を図ります。 

対象者  症状が回復途上にあり、精神科病院等において通院により治療を受けている方。 

内 容  相談事業 ①指定相談支援事業：ケアプラン作成、サービス機関との調整等）、②一般相談：電話、来所での日常生活の相談 

活 動  生産活動、創作的活動、フリースペースの提供、当事者活動支援、社会交流、精神保健福祉ボランティア育成、実習生受け入れ、生活相談及び個別支援。  

利用日時 （月～金曜日）10 時～18 時 （日曜日）10 時～１６時   

参加について 利用には書類提出や登録が必要。詳しくはセンターへお問い合わせください。参加費については無料（交通費は自己負担） 

お問合せ 船橋地域活動支援センターオアシス TEL047-423-3126 

船橋市地域活動支援センターオアシス 
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【発行・編集】 

 社会福祉法人 生活クラブ風の村 

船橋市委託事業 

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる（circle） 

所在地 船橋市湊町２－１０－２５ 船橋市役所本庁舎内３階 

ＴＥＬ ０４７－４９５－７１１１ ＦＡＸ ０４７－４３５－７１００ 

ＨＰ   http://www.kazenomura.jp  Email   circle@kazenomura.jp 

 

～
編
集
後
記
～ 

 

さ
ー
く
る
が
始
ま
っ

て
、
早
い
も
の
で
半
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
あ
っ
と

い
う
間
で
す
。
季
節
が
移

り
、
暑
い
夏
が
や
っ
て
こ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
熱

中
症
な
ど
体
調
に
十
分
お

気
を
付
け
下
さ
い
。 

私
は
夏
が
と
っ
て
も
苦

手
で
す
が
、
こ
こ
数
年
習

っ
て
い
る
フ
ラ
ダ
ン
ス
の

お
か
げ
で
、
少
し
だ
け
夏

が
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

夏
＝
フ
ラ
本
番
の
季
節
。

趣
味
を
楽
し
み
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
を
し
な
が
ら
、
苦
手

な
夏
を
乗
り
切
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
仕

事
も
日
々
熱
意
を
も
っ
て

取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
今
後
と
も
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。 

（
Ｋ
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佐藤絹子先生プロフィール 

昭和 43 年福島県桧枝岐小学校赴任 

昭和 48 年船橋市立大穴小学校赴任。高根小学校。行田西小学校を経る。 

平成 ５年三山東小学校教頭就任 

平成 ８年田喜野井小学校校長就任 

平成 11 年八木が谷小学校校長 

平成１５年行田中学校校長 

平成１８年人権擁護委員拝命 

平成 24 年船橋人権擁護委員協議会会長 

 

現在、船橋人権擁護委員協議会の会長としてご活躍の佐藤絹子先生にお話をうかがいました。 

 

                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

おしらせ ☆おしらせコーナーへ掲載を希望される団体は「さーくる（circle）」までご連絡ください。 

                                 ＴＥＬ047-495-7111 ＦＡＸ 047-435-7100 

講 演 名 日 時 場 所 費 

用 

申込み 問い合わせ他 

中核地域生活支援センター大会

in2013 

『地域社会の貧困化』 

～生活困窮に対する 

支援の課題とこれから～ 

平成 25 年 7 月 20 日（土） 

10 時～16 時 

千葉市蘇我勤労市

民プラザ  

多目的ホール 

JR 蘇我駅西口徒歩 5 分 

千葉市中央区今井

1-14-43 

TEL043-266-5504 

500

円 

390 名（先着） 

7/10（水）まで

にﾒｰﾙかFAXで

申込み 

主催：千葉県中核地域生活支援センタ

ー連絡協議会 

問合せ：さんぶエリアネット 

TEL ；0475-53-5208 

E メ ー ル ：

sanbuerea@wanahome.or.jp 

平成 25 年度第 1 回地域連絡調整会議 

事業内容の説明と報告等 

※担当地域でご参加ください。 

7/13（土）13 時～14 時 30 分 

8/3（土） 10 時～11 時 30 分 

8/24（土）10 時～11 時 30 分 

9/21（土）10 時～11 時 30 分 

二和公民館講堂 

中央公民館講堂 

東部公民館講堂 

高根台公民館講堂 

無料 ご案内を送付さ

せていただきま

した。FAX でお申

し込みください。 

主催・問い合わせ先： 

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」 

さーくる（circle） 

TEL:047-495-7111 

FAX:047-435-7100 

                                                                 

今月のインタビュー 

Ｑ：船橋市人権擁護委員協議会について詳しく教えてください。 

Ａ：人権擁護委員とは市長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間の人たちで任期は３年です。船橋協議会は船橋市及び八千代市内の委員によ

って組織されており、現在２７人の人権擁護委員が活動しています。 

私たちは、業務には守秘義務をもって臨み、業務上知りえた情報を漏らすことは絶対にありません。 

具体的な活動は、相談と啓発活動です。相談には常駐相談と特設相談があり、法務局に常駐して相談を受けるのが常駐相談です。特設相談はフ

ェイス５階や老人施設などでの出張相談です。尚、６月の人権擁護委員の日は特設相談、７月の市民まつりでは街頭啓発活動、12月の人権週間

では特設相談と街頭啓発を行っています。 

   相談活動では、相談に来られた方の「困りごとを聞いてほしい」という思いを受け止め、じっくりと聴くことを心がけています。話をじっく

りと聴くということは相手を認めること、人権を守ることにつながることになるのではないでしょうか。「さーくる」の相談も同じことだと思

います。 

Ｑ：委員として会長として心がけていることはありますか？ 

Ａ：委員として７年目、会長として２年目です。私たちは、人々の人権を守り、人権意識の高揚普及のために活動するのが仕事です。 

ですから、委員一人ひとりがそれぞれの個性を認め合い、その良さを出し合って仲良く繋がって活動していくことが最も大切だと思っています

ので、できるだけ声掛けをするように心がけています。 

Ｑ：相談で印象的なエピソードを教えてください。 

Ａ：７年前に、70歳代の方から、「人権ってなんですか？」と質問を受けました。人権擁護委員の活動等説明をしましたが、その時、「人権」という

言葉、認識は幼少期からインプットさせないと生活になじんでこないものだと感じました。その時の思いが、法務省の提案している小学生向け

の「人権教室」に積極的に取り組むきっかけとなりました。船橋では、今年６年目となる人権教室ですが、ここでは３年生の子どもたちに「人

権の大切さ」「いじめの無い学校生活にするには…」等について一緒に考えてもらったり、「小学生による一日人権擁護委員」の体験などをして

もらって人権意識を高めることに力をそそいでいます。 

最後に、 

「人権を大切にするということは、皆が幸せに生きる権利を大切にするということです」言葉だけが一人歩きをするのではなく、日々の人々との

つながりや思いやりの積み重ねが、相手の人権を守ることにつながります。挨拶を交わす、感謝する、ねぎらいの言葉をかける等のことを心が

けていただければと思います。 

人 KEN まもる君・人 KEN あゆみちゃん 

（人権イメージキャラクター） 

 

６月１日は『人権擁護委員の日』です。 
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